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１

ペ
ー
ジ

条
　
　
　
　
　
例

◯
県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
八
六
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
八
七
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
八
八
・
人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34

◯
秋
田
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
住
宅
整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
八
九
・
子
育
て
支
援
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34

◯
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
九
〇
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
35

◯
教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
九
一
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
50

②
　
再
任
用
職
員

（三）

全
給
料
表
の
若
年
層
に
係
る
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。
（
別
表
第
一
〜
別
表
第
六
関
係
）

（四）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
二
年
秋

田
県
条
例
第
一
五
二
号
）
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

第
二
号
任
期
付
研
究
員
に
適
用
す
る
給
料
表
中
一
号
給
の
給
料
月
額

を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関
係
）

（二）

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
六
条
関
係
）

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し

◇
県
議
会
議
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
八
六
号
）

１

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
条
の
二
関
係
）

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

平
成
一
九
年
一
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
一
〇
〇

分
の
一
六
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋

田
県
条
例
第
八
七
号
）

１

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八
年
秋
田
県
条
例
第

二
二
号
）
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

（一）

子
等
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
月
額
を
六
、
五
〇
〇
円
（
現
行
六
、

〇
〇
〇
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
関
係
）

（二）

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
一
条
関
係
）

①
　
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

支
　
給
　
月

六
月

一
二
月

年
間
支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
一
七
五

一
〇
〇
分
の
三
三
五

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
一
七
〇

一
〇
〇
分
の
三
二
五

◇
◇ 

職
員
の

区
　
分

特
定
幹

部
職
員

以
外
の

職
員

支
給
月

六
月

一
二
月

年
　
　
間

支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
四
〇

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
三
〇
〇

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
三
五

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
二
九
〇

特
定
幹

部
職
員

六
月

一
二
月

年
　
　
間

支
給
割
合

一
〇
〇
分
の
一
二
〇

一
〇
〇
分
の
一
四
〇

一
〇
〇
分
の
二
六
〇

一
〇
〇
分
の
一
一
五

一
〇
〇
分
の
一
三
五

一
〇
〇
分
の
二
五
〇

職
員
の

区
　
分

特
定
幹

部
職
員

以
外
の

職
員

特
定
幹

部
職
員

支
給
月

六
月

一
二
月

年
　
　
間

支
給
割
合

六
月

一
二
月

年
　
　
間

支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
七
五

一
〇
〇
分
の
八
五

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
六
五

一
〇
〇
分
の
七
五

一
〇
〇
分
の
一
四
〇

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
七
五

一
〇
〇
分
の
八
〇

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
六
五

一
〇
〇
分
の
七
〇

一
〇
〇
分
の
一
三
五

支
　
給
　
月

六
月

一
二
月

年
間
支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
一
七
五

一
〇
〇
分
の
三
三
五

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
一
七
〇

一
〇
〇
分
の
三
二
五
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２

３

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
四
年
秋
田

県
条
例
第
六
九
号
）
の
一
部
改
正
（
第
三
条
に
よ
る
改
正
）

特
定
任
期
付
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
引
き
下
げ

る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
関
係
）

４

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
一
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

１
（一）
及
び
（三）
並
び
に
２
（一）
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
。

（三）

平
成
一
九
年
一
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
八
八
号
）

１

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
八
条
関
係
）

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

平
成
一
九
年
一
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
一
〇
〇

分
の
一
六
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
住
宅
整
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
八
九
号
）

１

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
一
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町

村
が
当
該
災
害
に
よ
り
住
宅
に
被
害
を
受
け
た
者
に
対
し
て
行
う
当
該
被

害
の
回
復
に
係
る
融
資
に
係
る
資
金
に
つ
い
て
、
無
利
息
と
す
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

２

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
に
対
し
て
同
法
が
適
用
さ
れ
た
日

前
に
貸
し
付
け
た
資
金
で
当
該
市
町
村
が
当
該
災
害
に
よ
り
住
宅
に
被
害

を
受
け
た
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
融
資
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同

日
の
属
す
る
月
以
後
の
期
間
に
係
る
利
息
（
延
滞
利
息
を
除
く
。
）
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

１
及
び
２
は
、
平
成
一
九
年
九
月
一
七
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
九
〇
号
）

１

子
等
に
係
る
扶
養
手
当
の
支
給
月
額
を
六
、
五
〇
〇
円
（
現
行
六
、
〇

〇
〇
円
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
四
条
関
係
）

２

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
二
条
関
係
）

３

全
給
料
表
の
若
年
層
に
係
る
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

（
別
表
第
一
〜
別
表
第
三
関
係
）

４

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

５

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

１
及
び
３
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し

た
。

（三）

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
に
対
し
て
平
成
一
九
年
一
二
月
に
支
給
す

る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
一
〇
〇
分
の
一
五
〇
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

（四）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
教
育
長
の
給
与
及
び
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
九
一
号
）

１

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

二
条
関
係
）

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

平
成
一
九
年
一
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
一
〇
〇

分
の
一
六
五
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
◇ 

◇
◇ 

◇
◇ 

支
　
給
　
月

六
月

一
二
月

年
間
支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
一
七
五

一
〇
〇
分
の
三
三
五

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
一
七
〇

一
〇
〇
分
の
三
二
五

職
　
　
員
　
　
の
　
　
区
　
　
分

特
定
幹
部
職
員
以
外
の
職
員

特
定
幹
部
職
員

任
期
付
研
究
員

特
定
任
期
付
職
員

再
任
用
職
員

以
外
の
職
員

平
成
一
九
年
一
二
月

の

支

給

割

合

一
〇
〇
分
の
一
五
〇

一
〇
〇
分
の
一
三
〇

一
〇
〇
分
の
一
六
五

一
〇
〇
分
の
一
六
五

支
　
給
　
月

六
月

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
五
五

支
　
給
　
月

六
月

一
二
月

年
間
支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
一
七
五

一
〇
〇
分
の
三
三
五

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
一
七
〇

一
〇
〇
分
の
三
二
五

職
員
の

区
　
分

再
任
用

職
員
以

外
の
職

員

支
給
月

六
月

一
二
月

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
四
〇

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
三
五

一
〇
〇
分
の
一
五
五

再
任
用

職
員

年
　
　
間

支
給
割
合

六
月

一
二
月

年
　
　
間

支
給
割
合

一
〇
〇
分
の
三
〇
〇

一
〇
〇
分
の
七
五

一
〇
〇
分
の
八
五

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
二
九
〇

一
〇
〇
分
の
七
五

一
〇
〇
分
の
八
〇

一
〇
〇
分
の
一
五
五

◇
◇ 

◇
◇ 

支
　
給
　
月

六
月

一
二
月

年
間
支
給
割
合

改
　
正
　
前

一
〇
〇
分
の
一
六
〇

一
〇
〇
分
の
一
七
五

一
〇
〇
分
の
三
三
五

改
　
正
　
後

一
〇
〇
分
の
一
五
五

一
〇
〇
分
の
一
七
〇

一
〇
〇
分
の
三
二
五
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